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第３７回独立行政法人評価委員会林野分科会 

 

日時：平成２１年８月２５日（火）  

会場：三番町共用会議所第３会議室 

時間：午前９：３０～１１：２３   

 

 

 

議 事 次 第 

 

     １．開  会 

     ２．議  事 

     （１）独立行政法人森林総合研究所の平成20年度業務の実績に関する評価について 

     （２）その他 

     ３．閉  会 
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午前 ９時３０分 開会 

○太田分科会長 それでは、お忙しいところご苦労さまでございます。 

 予定の時間が参りましたので、ただいまから第37回農林水産省独立行政法人評価委員会林野

分科会を開催いたします。 

 それでは、議事に入ります前に、本日の進め方について事務局から説明させます。よろしく

お願いします。 

○事務局 まず、会議の成立について報告いたします。 

 現在のところ、評価委員５名のうち５名全員が出席されておりますので、関連の規定により、

本日の分科会は成立しております。 

 また、戸澤専門委員につきましては、少し遅れて到着されるとの連絡をいただいております。 

 本日の議題につきましては、お配りしている次第のとおりでございます。本日は、評価結果

の取りまとめと法人への説明、その他という内容となっております。 

 資料につきまして不備がございましたら、随時お申し出ください。 

 以上でございます。 

○太田分科会長 それでは、議事に入りたいと思います。 

 まず、森林総合研究所の平成20年度の業務の実績に関する評価結果（案）についてご審議い

ただきたいと思います。 

 ７月23日にワーキング会合が開催されましたが、専門委員の方におかれましては、研究・育

種等の分野もしくは水源林造成事業等の分野それぞれに対して出席されておられないという部

分もありますので、事務局からワーキング会合における検討結果を説明させます。 

 まず、資料１－４、参考資料２について事務局よりご説明をお願いいたします。 

○事務局 それでは、７月23日に開催しましたワーキング会合における検討経過と評価結果

（案）についてご報告いたします。 

 研究・育種等分野、水源林造成事業等分野におきましても、同じ進め方で検討を行っており

ます。６月の林野分科会の後に各委員から提出されましたご意見、ご質問に関連して法人から

提出されました補足説明資料について説明を受けて、その後、評価単位ごとに議論を行いなが

ら評定を決めるという形で進めたところでございます。 

 資料１－１をご覧ください。ページ数でいけば、一番最後の138、139ページをご覧ください。 

 研究・育種等分野における評価結果（案）でございますが、19の評価単位のうちｓが１個、

ａが17個、ｂが１個という結果になっております。また、水源林造成事業等分野における評価
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結果（案）についてですが、17の評価単位のうちｓが１個、ａが16個ということになっており

ます。さらに、総務・共通分野における評価結果（案）についてですが、16の評価単位のうち、

すべてａということになっております。この結果、総合評価はＡと評定しております。 

 水源林造成事業等分野、総務・共通分野においては、法人の自己評価と同じ評定となってお

ります。研究・育種等分野においても大半は法人の自己評価と同じでありますけれども、自己

評価がｓのものをａと評定した項目が２つ、自己評定ａのものをｂと評定した項目が１つござ

います。 

 資料１－１の22ページから25ページをご覧ください。 

 評価単位１（１）、片仮名のアアｂ、木質バイオマスの変換・利用技術及び地域利用システ

ムの開発についてでございます。法人はｓとしておりましたが、バイオマスのエネルギー変換

については実証プラントの着手をもって評価するのではなく、その成果をもって評価したい、

今後の成果を大いに期待したい、という思いからａ評定としております。 

 次に、36から39ページをご覧ください。 

 評価単位１（１）、片仮名のアイｄ、安全で快適な住環境の創出に向けた木質資源利用技術

の開発についてでございます。これも法人はｓとしておりましたが、木造構造物の強度につい

ての研究の一層の推進を期待したい、という思いから、ａという評定としております。 

 次に、40ページから43ページをご覧ください。評価単位１（１）、片仮名のアウａ、林業の

活力向上に向けた新たな生産技術の開発についてでございます。法人はａとしておりましたが、

社会からの期待が大きい分野であり、十分な人員と経費を投入して的確なコーディネートのも

と、研究の推進を期待するという思いからｂという評定としております。 

 次に、ｓ評定とした２項目についてご説明します。 

 １つ目は、戻りまして26から29ページでございます。評価単位１（１）、片仮名のアイａ、

生物多様性保全技術及び野生生物等による被害対策技術の開発でございます。法人もｓとして

おりましたが、分科会といたしましてもマツノザイセンチュウ検出試薬キットの開発は、現場

にも大きく貢献するものであり、高く評価できるということからｓと評定しております。 

 ２つ目は97から98ページでございます。評価単位３（２）、片仮名のイ（イ）、新技術・新

工法の採用でございます。法人もｓとしておりましたが、分科会としても新技術・新工法の開

発が計画を上回って進捗し、実際に採用されていることは高く評価できることからｓと評定し

ております。 

 次に、資料１－１の表紙の次のページをご覧ください。タイトルは森林総研の平成20年度の
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評価結果についてというものでございます。 

 １の評価結果につきましては、これまで説明してきたことと重複しますので、２の業務運営

に対する総括的な意見について説明します。１つ目のポツにおきましては、最初に今回ｓ評定

としたものについての意見を述べております。続けて、ワーキング会合において皆様から述べ

られたご意見に共通する思いを太田分科会長と打ち合わせいたしまして、このような書きぶり

といたしました。 

 読み上げさせていただきますと「森林総合研究所は森林・林業・木材産業における我が国唯

一の中核的な研究機関であり、研究成果やその普及、また関係機関との連携などに対する期待

は引き続き高いものがある。このため、今回高い評価を与えた項目のように現場の業務に貢献

する研究や、我が国の林業全体の活力向上に向けた技術開発をより一層推進するとともに、共

同研究に向けて関係機関との連携に積極的なリーダーシップを発揮されることを期待する。」

という書きぶりにしております。 

 また、２つ目のポツにおきましては、３月30日に政独委から送付されまた評価の視点の事項

等に対応したコメントを記載しております。 

 ワーキング会合では、項目の中の一つの意見だったんですが、これは全体にかかわるという

ことで、この１枚紙の総括的な意見に移させていただいております 

 それから、資料１と参考資料２について引き続き説明させていただきたいと思います。 

 資料１－４をご覧ください。 

 ６月の分科会、７月のワーキング会合で説明しましたとおり、今回の評価に当たりまして、

林野庁のホームページにおいて７月13日から７月31日まで、森林総合研究所の事業報告書に対

する意見募集を行いました。その結果といたしましては、意見はございませんでした。 

 次に、参考資料２をご覧ください。資料の束の一番下にあるものでございます。 

 これは、ワーキング会合でもご紹介いたしましたが、総務省行政評価局から各省庁に対しま

して、独立行政法人の契約、諸手当などについて調査が行われております。この調査の対象は、

全省庁の100を超える全ての独法についてでございますが、その調査内容は、フィードバック

もありまして、全て並べますと非常に資料が大部となってしまいますので、私ら事務局のほう

で農林水産省関係の独法のみを抜粋しました。また、項目につきましても、細かいところは除

きまして、主なものについて整理いたしましたのが参考資料２でございます。 

 調査結果につきましては、ほぼ出来上がっているところでございますが、まだ一部確認が済

んでいないというものもございまして、今後、修正の可能性があるものではございますが、森
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林総合研究所の随意契約の割合などが、他の独法との比較の中で評価できるというものでござ

いますので、参考資料という形で配付させていただきました。 

 紹介方々、まず１枚目の調査表１－①契約実績（件数）からご覧ください。 

 平成19年度と平成20年度の対比になってございます。森林総研のところは、太枠で囲ってい

るところでございますが、19年度には競争性のない随意契約の割合が55％というものでござい

ましたが、20年度には33％ということで、22％減らしているというところでございます。他法

人のところを見てみましても、森林総研もそれなりにいろいろ努力しているというところが読

み取れるかなと思います。 

 ２枚目の契約実績の金額のほうでございます。森林総研のところを見ていただきますと、競

争性のない随意契約の割合が、９％でございますが、20年度にはそれが８％になっております。

これは、森林農地整備センターの契約のものが競争性のある契約が多く、金額的にも多いとい

うことで、森林総研の場合は競争性のない随意契約は非常に少ない割合になってございます。 

 次に、３枚目でございます。随契については減っているところでございますが、今そういう

中で少し注目していきたいと思っておりますのは、この調査表２－①のように一般競争入札に

おける１者応札の状況でございます。森林総合研究所におきましては、平成19年度一般競争入

札における１者応札の実績が25％に対しまして、平成20年度の割合は38％でございます。一般

競争入札が、非常に努力されて増えてきましたが、一方、それに関連して、１者応札の割合が

増えてしまっております。 

 他の独法も増えているところがかなりある状況ではございますが、増え方がやや大きいとい

う点は気になるところでございます。 

 次のページをお開きいただければと思います。 

 調査表２－②は、金額のほうでございます。金額につきましては、森林総研の19年度は１者

応札の割合は７％、20年度におきましては１者応札の割合が18％と、これも増えているという

状況です。ただ、割合的には他方に比べてやや低めという状況でございます。 

 このような契約関係の評価委員会のコメントといたしましては、資料１－１を見ていただき

ますと、該当するコメントといたしましては11ページに書いているところでございます。 

 11ページの評価委員会の意見等のポツで言いますと４ポツ目でございます。随意契約の見直

しについては、競争性のない随意契約の割合が着実に減少しており評価できる。１文飛びまし

て、今後においては、一般競争入札等における１者応札の割合を減少させるよう努めるなど、

引き続き、契約の適正性の確保に努められたい、と案ではしているところでございます。 
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 参考資料２に戻らせていただきます。 

 １枚めくっていただきますと、法人における国と同様の諸手当の有無というものでございま

す。 

 この表は、○とか×がついておりますが、この凡例といたしましては、○は国と支給内容、

支給額とも同じ手当、△が国と支給内容または支給額が異なる手当、×が、法人において規定

されていない手当ということになっております。ただ、この参考資料２全体がまだ確定版では

ございません。特にこの表につきましては、まだ総務省と各省庁がやりとりしておりますので、

確定したものではありません。 

森林総研については、ほぼ大部分のところが○ということで、国と支給内容が同じでござい

ます。一部×のもの、法人においては規定されていない、払われていないものというものもあ

ります。それから、法人独自の手当というのはないという状況でございます。 

 一部、２つのものについては△となっておりますが、下表にありますように、ほぼ内容は同

じで、若干わずかな違いがあるということで、問題となるようなものはないというふうに考え

ております。 

 次のページに進ませていただきます。 

 次は、総研の役職員の報酬・給与等についてでございます。 

 研究職員はラスパイレスが100を切ったということで問題がなく、事務、技術職員において

は104.3という値でございます。こちらは、総研の自己評価のシートにも書かれておりますが、

国に比べて給与水準が高くなっている定量的な理由といたしましては、平成19年度の対国家公

務員指数が114.1でありました旧緑資源機構職員を承継し、森林総合研究所の支給基準を適用

することとしました。しかしながら、労働条件の不利益変更の円滑な実施の観点により、段階

的な給与水準の引き下げ過程にあることから、国家公務員の給与水準を上回るものになったと

いう理由でございます。 

 これに関します評価委員会のコメントの現在の案といたしましては、資料１－１の119ペー

ジをご覧ください。評価委員会の意見等の３つ目のポツでございます。給与水準のラスパイレ

ス指数は、研究職員は100を下回っているものの、事務・技術職員は100を上回っている。事

務・技術職員については、平成19年度は97.6％であったが、旧緑資源機構の職員を承継したこ

とによるものである。給与水準の適切性の観点から、旧緑資源機構職員の給与水準の段階的な

引き下げにより確実に改善を図られたい、というコメント案にしているところでございます。 

 事務局からの説明は以上でございます。 
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○太田分科会長 どうもありがとうございました。 

 森林総合研究所の評価結果の最終案、資料１－１でございます。それから、資料１－４、こ

れは意見募集で何もなかったということです。それから、参考資料２については、今お話しい

ただきましたように、給与等の農水省関係の中での独法の中での位置づけみたいなものをご説

明いただきました。ご質問、ご意見があれば、どなたからでも結構ですのでお願いしたいと思

います。 

 また、参考資料２における、他独法との比較を踏まえて、今申し上げましたけれども、評価

シートのコメントが記載されているものでよいのかについても、ご発言いただけるとよろしい

かと思います。 

 どうぞ、まとめでございますので、ご意見をお願いしたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

○内山委員 参考資料２の数字の見方について教えていただきたいんですけれども、ここで、

競争性のある契約、競争性のない随意契約、という型で契約を区分していますが、まず一定の

金額で、これ以上は基本的には入札するもの、これ以下は随契でいいという基準はないのです

か。 

○事務局 国と同じように、独法も少額随契ということがございます。 

○内山委員 少額随契ですね。 

○事務局 はい。一定金額以下のものについては少額随契でいいということで、それは省いて

おります。 

○内山委員 その少額随契の金額というのは省かれているという前提ですね。 

○事務局 定められた金額以上のものの中で、競争性のある一般競争入札とか、企画競争と私

らは呼んでいるんですけれども、幾つかの業者から、委託調査でしたら、こういうふうにして

はどうかという提案を受けて、その中から選ぶという、企画競争というもの、それの２つを競

争性のある契約にいたしましております。以前は多かった、役所がここが適切だからという判

断で随意契約していたものが競争性のない随意契約に分けてしております。 

○内山委員 他の独法でも時々出る意見なんですけれども、この競争契約で入札していこうと

いうのは、もう世の中の流れで当然のことだと思うんですけれども、それにかかる事務コスト

が、かなり増加しているのではないか。臨時の職員も雇わなくてはいけなくなるとか、これは

トータルコストに係る問題ですが、その辺は今回のこのアンケートとか、こういうまとめには

考慮要素として入っていないんですか。 
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○事務局 そうですね。政府全体として競争性のある契約を増やして、今までの随意契約を減

らすんだということでやっており、職員の作業量の増加みたいなものは、コスト計算をされて

いないという状況ではございます。 

○内山委員 今言ったように、固定費の中だけでできる分にはいいんでしょうけれども、新た

に雇用をしなければならないということも聞こえてきておりますので。 

○事務局 私たちも、昨年度から今年度に切りかえの時期で初めてのことをしなければいけな

いので、私たちの部署の係長クラスはかなり苦労していて、いろいろな手本になる資料を見な

がら新たなものを作る作業しています。ただ、２回目、３回目になりますと、作業にかかる時

間は減ってくるのかなとは思っています。 

○太田分科会長 はい、どうぞ。 

○古田専門委員 評価委員会の意見について３点申し上げたいと思います。 

 まず、35ページです。資料１－１ですけれども。 

○太田分科会長 資料１－１ね。 

○古田専門委員 資料１－１の35ページ。 

○太田分科会長 35ページ。 

○古田専門委員 「森林セラピーの効果について、今後は様々な検証の対象者を幅の広い層に

拡大されたい。また、森林以外の自然や」というふうに続いていくんですけれども、重要度か

らいって、まず「森林以外の自然やリラックスできる」云々のところが最初であって、その後

で「今後は様々な検証の対象者を幅の広い層に拡大されたい。」そういうふうに順序を変えて

いただきたいと思います。 

○太田分科会長 この35ページの評価委員会の意見の中の文章の順序を変えるということです

ね。 

○古田専門委員 重要度に応じて並べていただきたいということです。 

 それからもう一つ、43ページです。 

 43ページは、林業の活力向上の研究なんですけれども、この評価委員会の意見で「十分な人

員と経費を投入し、」と１行目の後ろにあるんですが、人員が足りないとか、経費が足りない

とかという話は全然出ていませんので、ここは削除して、「的確なコーディネートのもと推進

されたい。」とするほうがいいんじゃないかと思います。むしろ意欲の問題だと思っています。 

 それから、もう一カ所…… 

○太田分科会長 今の点、私なんかはむしろ書いてもいいんじゃないかなという気がするんで



9 

すが、まずいですかね。何も言っていないからということだろうと思うんだけれども…… 

○古田専門委員 でも、それは根拠がないわけですよね、十分な経費を入れなきゃいかんとい

う。むしろ今の経費での成果が出ていないとも理解できるわけですよね、この評価…… 

○太田分科会長 この評価だと。 

○古田専門委員 はい。いやいや、この私たちが評価した資料からは。 

○太田分科会長 私、ややそういうつもりもあるような気もして、人員量そのものも、少し期

待に反して入れていないんじゃないかというふうに感じ…… 

○古田専門委員 というよりも、やはり意欲と能力の問題だと思います。 

○太田分科会長 そうですかね。その辺はちょっと皆さんのご意見…… 

○古田専門委員 あとそれともう一カ所、127ページです。 

 127ページに「研究職員の年齢構成がいびつになっている中、技術の伝承等を考慮し、」と

あるんですけれども、技術の伝承じゃなくてやはり人材育成なんです。これはもう何か伝統技

術か何かじゃありませんから、やはりいろいろなものに対応できる、そういう意味では人材育

成を考慮しと書いていただいたらどうかなと思います。 

 以上３点、提案です。 

○太田分科会長 今のは参考資料１のほうにもあるんでしょうか。 

○古田専門委員 あります。同じものがあります。 

○太田分科会長 あるんですよね。ですから、今、議論はこの前のワーキング会合のときの意

見、結果等、それにその後、参考資料１を多少変更して皆さんに配付していただいてチェック

していただいたと、そういう点も含めて、きょうは最終決定ですので、それに関連すること、

こう考えてよろしいわけですね。 

 ということで、今、古田委員のほうから３点出ましたけれども、いかがでございましょうか。

そういう修正でよろしゅうございましょうか。 

 皆さんの結果でよろしいということだったらそれでいいと思いますが、私は２番目の点につ

いては書いてもいいかなとちょっと思ったものですから、ちょっと私の個人的なご意見を申し

上げました。いかがでございましょうか。 

○古田専門委員 書いても悪くはありませんけれども、やはり的確なコーディネートというの

が一番重要なポイントだと思いますね。 

○太田分科会長 それがしっかりできていれば…… 

○古田専門委員 それと、やはり個々の人たちが全体の課題の目的をはっきりつかむというこ
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と、そこが一番問われているんだと思いますけどね。 

○太田分科会長 わかりました。それではいかがでしょうか。古田委員の意見で、ひょっとし

たら私が実質的なところで、口頭で口を滑らすかもしれません。それだったら構わないと、個

人的な意見のところでありますのでと思いますが、修正の項は古田委員の意見でよろしゅうご

ざいましょうか。どうでしょう。自由にここはご意見いただければ、まだ我々だけで決める段

階ですので、独法の皆さんもいらっしゃいませんので、自由に討議して。 

 この前のワーキング・グループ会合で、それぞれ修正されていない部分も出てきているわけ

ですので、その辺も含めてご意見をいただきたいと思います。何かありますか。 

 はい、どうぞ。 

○田村専門委員 私は古田先生のご意見に賛成します。 

 現在も研究分野ごとの人員体制とか経費というのは、ちょっと私たちの段階で知らされてい

ないので、そういうことを考えれば十分かどうかもわからないので、この部分は削除してもい

いんじゃないか。 

○太田分科会長 ありがとうございます。ほかにいかがでございましょう。 

 はい、どうぞ。 

○島本委員 文章の趣旨として、やはり筑波と全国に何カ所もある支所に点在する研究員の

方々のコーディネーションがもう少しフィットされればこういう文章にならなかったのかなと

いうのが７月に読んだときの感想だったので、そこが強調されるべきだと思うので、この部分

は削除したほうがいいと思います。 

○太田分科会長 わかりました。そういう意見になりそうでございます。 

 ほかにいかがでしょうか。過不足何か……。 

○内山委員 そうですね。きのう独法の農水省の委員会がございましたね。あそこでも、話に

出たのは、たしか原種保存をどういうふうにするかということで、独法化するとそれはだめに

なるんじゃないかという、極めてシリアスなご意見がありました。私が聞いた限りでは、独法

化したらだめになるという論点ではなく、独法化した後に独法としてその問題をどういうふう

に今後取り組むかという話なのではないのかなというふうに…… 

○太田分科会長 そういうふうに私も言ったんですよ。 

○内山委員 そうですね。先生もそうおっしゃっていましたよね。 

 それで結局、中期経営計画だとか単年度経営計画を策定するときに、そういうことを行うに

足るような人員経費というのを独法が準備して取り組んでいるかどうかというのがむしろ問わ
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れるべきであって、評価委員としては話を聞いていて違和感があったんです。 

 ですから、これを総務省としては、確かにここまで言い切れるのかどうかわからないけれど

も、ただ趣旨としては、社会からの期待が大きい分野であるので、的確なコーディネートを推

進し得る体制を整備して臨んでもらいたいというような意味だと思うんです。だから、これは

表現を変えれば済む話なのかなという気がします。十分な人員と経費を投入し、というよりも、

推進し得る人員対策で臨まれたいとか、そのようなことなのかなという気がします。 

○太田分科会長 今の意見は古田委員の意見ですが、表現の仕方をもうちょっと修正するとい

うことで、趣旨は同じだと思いますが。 

 そうしましたら、そのあたりはそこでよろしゅうございましょうか。では、今、内山委員の

言われた形で修正をしていくか。事務局、よろしいですか。 

○事務局 はい。 

○太田分科会長 そういう修正をして、あけすけに言えば、この原案に書いてあるようなこと

をやっていただければというようなことだろうと思いますけれども、ではそういうふうに修正

させていただきます。 

 ほかにございますでしょうか。はい、どうぞ。 

○島本委員 参考資料２の随契の話なんですけれども、ちょっとまだ委員になったところで、

この話がどういう流れで来ているのかちょっとよくわからなくて、外れるかもしれないんです

が、研究機関で随意契約を減らしていくというそのやり方というのを、私は環境省関係で、環

境省、随契が多いということで、競争入札にするべくかなり言われて、競争入札を増やしてい

るんだけど、研究とかそういう分野でも競争入札にした結果、やはり非常にコスト重視な競争

入札が行われていて、今まで非常に専門性の高い機関よりも、結局そのプロジェクトの予算が

職員なり研究員なりの給与に非常に連動しているところがあって、一般企業で入札してくると

ころにとてもかなわないと。結果的に競争入札にしていいものができるのかということには非

常にやはり注意が必要だというような話をいろいろ聞くんです。 

 ここは評価委員会なので、直接かかわるのかわからないんですけれども、こういう形で毎年

随意契約が減って、競争入札が増えましたと、だからよかったですねと、そういう結論に落と

していいのかというのは非常にやはり個人的には疑問だなと思っていまして、もしそういうこ

とを評価するのであれば、随契が減ったことで、特にそこはみんな研究所なので、研究所の契

約で随契が減って、質はどうだったのかということ、質ですね、どうなったのかという、何ら

かのモニタリングというのがくっついてこないと、ちょっと危険なんではないかというふうに
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思うんです。 

 なので、毎年こういうふうな表が出てくるのであれば、それに応じて中身についての何らか

の検証というのをくっつけていただきたいなということなんですけれども、でないとちょっと

評価しようがないと思います。 

○太田分科会長 ありがとうございます。 

 今の問題は多分我々の分野でもよく聞く、あるいは実際に起こっている話で苦労されている

ところだと思いますが、その評価をどうするかというとなかなか難しいような気がしますが、

事務局、何かご意見ございませんか。 

○事務局 参考資料２自体は、総務省の行政評価局がやられた調査の抜粋ですので、この一覧

の詳細は書いていないところなんですが、我々も実際事業を担当している者の１人としては、

やはり島本委員のおっしゃるように、ただ単に価格だけでいけば出てくる報告書は、成果や質

が下がってしまうおそれもなきにしもあらずという状況ではあるので、担当者としてはより良

い質のものをいただきたいという思いもあります。 

 ここで競争性のある契約は、先ほど言いましたように、企画競争と一般競争入札です。まず、

企画競争は、価格というよりは基本的に応募していただいた各社の提案、プロポーザルを見比

べて、良いところと契約するというものでございます。ですから、かなり質で勝負していただ

いているのに近いというものでございます。それも競争性のある契約に入れております。 

 もう一つ、一般競争入札という名前のものの中でも、本当にお金だけの、金額が低いものを

選ぶというものと、総合評価方式というものがあります。細かい話なので、余りこういう場に

は出てこないですが、総合評価方式も、特に私の所属する研究・保全課がやっているような委

託調査におきましては、価格の割合を全部じゃなくて、価格と内容についての評価を両方を見

るということでやっております。特に研究開発の委託については、価格のウエイトよりも資質

のウエイト、つまり役所が審査した点数のほうのウエイトを高くしているということで、島本

委員のおっしゃるような心配をなくすような形で進めているところではございます。 

○太田分科会長 多分工夫はされていて、その総合評価方式、その他金額以外のところの評価

方式の質を向上させて、ただそれにまた重きを置くと逆に今までの問題にかかわってくるので、

大変微妙なところだろうと思うんですが、そこを上げてもらうしかないかなという、個人的に

はそう思っているんですが、ですからこれはやはり参考資料として、参考意見としてここでは

考慮するという形しか今のところはないのかなというふうに個人的には思っておりますが、い

かがですか。 
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○島本委員 きのう親会議のほうで、農水省管轄の独法だけではなくて、ほかの評価委員が集

まった会議で、やはり研究機関であるから考慮しなければいけない点でもあるのではないかと

いうことを政独委のほうに上げたという話が出ていまして、そういうことがあったので、この

件に関しても努力はされているとは思うんですけれども、いろいろなところから聞こえてくる、

いろいろ問題的はあるというふうには、いろいろな事例を聞くと、そう感じざるを得ないとこ

ろがあるので、もちろんすぐに変わるものではないけれども、コスト重視にならないようなシ

ステムと、こういうやり方をすることの成果が出ているのか、問題点が出ていないのかという、

そこら辺の検証というのがどこかで行われてほしいなということはどこかで、ちょっとすみま

せん、何かいつもどこかという……。 

○太田分科会長 これは、例えば今のようなこの評価委員会にもそういう意見があることが、

資料１－１のどこかに、何か審査するような文章が入るような余地というのはあるんですか、

事務局。 

○事務局 評価委員会としての意見があればこの評価シートの評価の欄に書いていただければ

いいのでありますので…… 

○太田分科会長 今言ったことに対して一番適当な場所というか、それは具体的にはわかりま

すか。 

○事務局 先ほどの随契のところの部分に書くとしたら書いていただければいいかなと思いま

すけれども。 

○太田分科会長 何ページ。 

○事務局 資料１－１ですと11ページです。 

○事務局 そうですね。４ポツのところに随契見直しの話が出されておりますので、例えば４

ポツにつけ加えるとか、あと５ポツと４ポツの間に、今、島本委員がおっしゃられたような話

をつけ加えていただくのも一つの手かと思いますが。 

○太田分科会長 いかがでございましょう。親委員会の話が出てまいりましたが、その報告は、

このきょうの委員会の中の最後のほうに実はございます。ただ、ございますけれども、今議論

になっておりますので、どうですか。そうか、これは全体の中で報告しなきゃいけないんです

ね、親委員会のこの中に入っているのは。 

○事務局 予定ではそうなってはおりますが。 

○太田分科会長 そうなっていますね。ということなんですが、実はきのう親委員会がござい

まして、型どおりの議論で、中身については先ほど島本委員が言われたような議論をしたわけ
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なんですが、それとそれから最後に松本委員長が、独法の評価委員会の全体会合、委員長が出

る全体会合、省庁を超えた会合の中で、その研究独法の評価をそうでない独法と同じシートみ

たいな形でやっていくことに対して、ちょっとその研究独法の評価を少し考慮したらいいんで

はないかということを申し入れたという、そういうこれ、松本委員長がその会議の中で申し入

れたと、こういう報告だったんです。 

 そういう報告が１つありまして、それから、中身の大きな議論は、先ほど島本委員が紹介し

たような、そういうどのあたりに何をやるかということで、どういうふうにコーディネートし

ていくかというようなことに関連する議論がございました。 

 そんなことですので、ちょっと簡単な紹介になりますけれども、それ以外が余りなかったよ

うな気がいたしますが、そういうことも含めて、場合によっては今のところにうまく文章が入

れば入れてもいいのかなというふうな感じをしておりますが、親委員会に出られた先生も含め

まして、何かご意見ございますでしょうか、今のことについて。 

○小島専門委員 今のご意見を森林総研の評価シートに入れるというのは余り正しいことでは

なくて、親委員会に対しての意見書の中に反映すべきであって、森林総研に入札形式について

配慮せよというのはちょっとおかしいのではないだろうかと。そういうようなところ。 

○太田分科会長 議論が十分伝えられておりませんが、それもあると思います。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 ちなみに、あるいは他……、はい、どうぞ。 

○早坂委員 私は、今の島本先生の意見も、それもあるなと思うんですけれども、この資料１

－１の11ページの中で、１者応札の割合のことがちょっと書いてありました。これ、データの

中でも１者応札の部分がかなり出てきてはいるんですけれども、この部分で、この１者応札の

割合を減少させるよう努めるなどということを入れてあるんですけれども、１者応札は一般競

争入札をやられてもなかなか出てこないと。それで１者応札が多いんですけれども、その原因

みたいなものもきっと背景にあるんだと思うんですけれども、ここでしっかりこのように書い

ていいんだろうかなと思ったんですけれども、背景もいろいろあるかと思いますけれども、１

者応札がそんなに悪いのかどうかとちょっとお聞きしたいなと思ったんですけれども。 

○太田分科会長 これは、事務局あるいは皆さん、いかがでしょうか。 

 ちょっと違うご意見ですが、先ほどの島本委員の意見の書き込み意見については、小島専門

委員のほうからは、そこまではここではいいんじゃないかという、それが意見。それともう一

つ今新しく早坂委員のほうから、１者応札のところは書かなくてもいいのかなという意見です
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が、この２点、ではご意見いただきたいと思います。そろそろまとめたいと思いますので。 

 はい、どうぞ。 

○小島専門委員 １者応札に関しても、やはりそれは問題であるということが世の中の流れで

すので、１者応札を少なくするという方向性に対する批判、反応というものをここに書くべき

ではない。あるとしたら、その研究独法のオリジナリティーということで、親委員会への評価

方式のところに意見として上げていったほうがよろしいんじゃないかと思います。森林総研が

できる問題じゃないような気がします。 

○太田分科会長 はい、どうぞ。 

○戸澤専門委員 私はちょっと逆なんですけれども、参考資料２で見ると、競争性のある契約

というものの件数から、基準が約300、400もあるんですね。これだけ数が多いから、やはり研

究独法ではあるけれど、いわゆる事業をやったりするときには、ここを避けて通れないんじゃ

ないかなという気がします。 

 だから、これはいいんですが、１者応札と言っているけれども、そこの先があるんだよね、

不調って。要するに、応札者がだれもいないという、そういう現実を、もし１者応札をみんな

が言うんだったら、一般競争入札はしましたと。そうしたら、必ず全部埋まるとみんな感覚的

に思っているんですね。それで少ないのが１者だと思っている。 

 ところが、その先の意義というのが独法にあるかどうかがこれ重要。一般的な今の建設の業

界だと、積算とかあれが公表されてやっていますから、それでもうああいう遠いところで、平

場と山地で同じような単価でやるんだったらできないというものが、積算のミスもその中に当

然入っているんです。 

 だから、そういう１者応札を議論するんであれば、多分その先にある、要するにゼロまたは

一定期間といって、農業分科会のほうで議論があったんですね。一定期間つけておいて、それ

を40日と長くしようと。長くしても結局…… 

○太田分科会長 それは何で出てくるのですか。 

○戸澤専門委員 何となく１者応札という場合にはゼロでもいいやというんならいいんだけど、

多分山の中の飯場の賄いとかいろいろなところで、そんなのゼロでいいかと言ったら、じゃ職

員が自炊するかと。それは土台が無理なんだよね。だから、そういうそこが競争性のあるもの

なのか、そうでないものなのかという、そこのところを私はかなりシビアに見たほうが、そう

いうことをとらないと、よく競争性のないあれでどうだこうだという、そっちの議論のほうに

はまっていっちゃう。 
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 だから、大もとのどこかの、どこかというか政独委があるんだから、そこできちんと議論す

るべきだと思うんですよね。 

○太田分科会長 そうすると、今のご意見もちょっと外したほうがいいと、今の段階ではとい

うことになりますかね。 

○戸澤専門委員 やっていることはやっているんだから、書いていたらキリがないんですかと

いうのが、これはこれで。ただ、ここに契約の適正性とあるから、何かここの単語ぐらいは少

し、何か妥当性とか、何か適正というと、余り今までいいことをしていなかったのかなという、

そういう。よく日本語で、これでいいと皆さん悩んでいなかったらそれはそれでいいんですが、

ここの契約の何かその辺で、私は１者応札のこの表現は、こういう資料があった、いろいろ整

備上、それでまた努力されている以上は、私はいろいろ言います。 

○内山委員 １者応札の問題に関して、結果として１者しか応札しなかったというケースと、

私はこの問題というのはむしろ、企画を立てたとか総合評価をやったときに、１者しか応札で

きないような条件を付して、実質随契なのを入札でやっていますよというふうにやっているの

がこれだけあるよということではないのですか。そこのところを問題にしているのではないの

ですか。 

○事務局 ここの表に上げられているのは、結果的に１者応札のものの件数でございます。 

○内山委員 結果。本当にでは価格勝負の入札で１者しか来なかったのがここに記載されてい

るわけ。 

○事務局 総合評価方式の場合と、単なる価格のもの、両方を含めて、結果的に１者のものの

数字を上げているものです。 

○内山委員 だから問題は、そこの部分はなのです。 

○事務局 世の中やマスコミなどいろいろなところで聞こえてくるのが、独法や役所に対して、

まずは随契を減らして、できるだけ競争性のある契約にしなさいよと。ただ、実際ふたをあけ

てみれば、競争入札でも結果的に１者しか応札できていない場合があるので…… 

○内山委員 できないような条件を付しているんでしょう。 

○事務局 付しているんじゃないかという、そういう見方も世論にはございまして、今、政府

全体として、できるだけ１者応札を減らすような形を、それぞれの機関、役所は役所でもやっ

ていますし、独法に対してもやるよう役所として指導しているところです。 

○太田分科会長 ただ、戸澤委員の言われるようなそういう実態もあって、何回も入札をやっ

たという話も聞こえてきますよね。だから、僕は両方あるのかなというふうに感じてはおりま
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すけれども。 

 結果どうしましょう。一応ここに書かれて議論してきているので、今回はこのままでいくか、

あるいは小島委員の言われたように、この１者応札の部分も、文章の微修正は別として省くと

いうことにするか、どちらをとりましょうか。省いておきますか。あるいはどうですか、その

あたり。 

 いかがでしょう。じゃ、一応先ほどの古田委員の言われた部分のところも、人員とお金の集

中のところも削除ということですし、小島委員の言われている話もございますので、微修正を

して文章的に整理をするということでおさめてよろしゅうございましょうか。 

○事務局 はい。 

○太田分科会長 では、そういうことにさせていただきます。 

 なお、先ほどから出てきていますそういう問題について、小島専門委員も言われているよう

に、機会があればこういうことを親委員会のほうに申し上げるとか、そういう文章をつくると

か、その辺はもう少し議論を事務局も含めて相談をさせていただきたい、こういうふうに思っ

ておりますが、それでよろしゅうございましょうか。 

 そうしましたら、大分時間が過ぎておりますけれども、結論、結果としましては、全体何か

特にさらに。はい、どうぞ。 

○田村専門委員 すみません、時間のないところ。 

 資料１－１の１ページ、２ページの経費の抑制のところなんですけれども、評価委員会の意

見、この表現なんですけれども、この表現だけ見ると、すごく高く評価しているというふうに

受け取れるんですけれども、実際は、水源林造成事業に関して経費が抑制されたのは、機構廃

止に伴って経費が減ったわけで、それはある意味当たり前の話だと思うんです。なので、本当

に努力したというほど評価することではなくて、ちょっとこの書き方が評価し過ぎという印象

があるので、今年度の経費削減の主たる原因は機構廃止によるものであったというようなこと

がやはりあった。そのために経費が予想を上回る成果が上がったけれども、今後は事業等の経

費抑制を努力してもらいたいというような表現を書き入れたほうがよろしいんじゃないかと思

うんですけれども。 

○太田分科会長 この部分は、今の問題以外の部分のところでの経費の削減というのは、統合

したことによる部分以外のところの経費の削減についての努力というのは、つけるような状況

だったんでしたっけ。その辺は、全体をすると今の話が出てくるので、非常に上がってしまっ

たと。 
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○事務局 そうです。ここも、田村委員がおっしゃるような機構廃止の部分がかなり大きいん

じゃないかという意見等あります。 

 ただ、筑波の部分には着実に減らしているので、そういうところを見て、目標もあり、成果

が上がっているという書きぶりの先生と２タイプのご意見がございまして、機構のほうについ

てはいろいろなご意見が出たものですから、ちょっとそこは余りまとまらないような感じを受

けて、筑波に関するコメントの部分のみが残っているという状況ではございますので、その機

構の部分については、今のここのご議論でつけ加えるなりしていただきたい部分もあるかとは

思いますが。 

○太田分科会長 何か文章できますか。 

 ご意見ございますでしょうか。 

 全体の評価が、多少でもその統合した部分以外のところにおいても評価がある程度上がって

いることだったら、このままでもいいかなという気もしているんですが、統合しているので上

がっているという部分が見えるということまでここへ詳しく書き込むかどうかについては、事

務局、何か参考意見ありますか。 

○事務局 あくまで一案でございますが、原案への田村先生のご指摘は、減って当たり前とい

うものも含んで、目標を上回る成果が上がっているという、その辺の切り分けがいま一つ不明

確だというようなご意見だと思いますので、例えばでございますが、引き続き経費の着実な削

減に取り組まれたいとか、今のトレンドとしては削減の方向で着実に進めているということは

ご理解いただいていると思いますので、その取組を引き続きしっかりやっていくようにという

ようなご趣旨でのコメントなどが考えられるかなと思ったところなんですが。 

○太田分科会長 少しやわらかくするので勘弁してほしいという、そういう状況だと思います

が、じゃそのあたりにさせていただきます。微修正で、手放しで喜んでいるのではないという

ことがわかるような形に微修正の文章を、今は一案ですが、考えさせていただくということで

よろしゅうございましょうか。 

 それでは、ほかにございますでしょうか。はい、どうぞ。 

○古田専門委員 １点だけ。事務局に参考資料２の中で、後ろから２枚目に諸手当があるんで

すが、これは×がついているのは、そもそもそういう項目が当てはまらないという場合がある

んじゃないでしょうか。 

 例えば農環研で寒冷地手当というのがありますけれども、×がついていますけれども、農環

研、寒冷地手当に相当する勤務地があるんでしょうか。それから、あるいは宿日直手当、×が
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ついていますけれども、宿日直手当、宿日直をやっていて、なおかつ手当を払っていないのか、

そもそももう職員の宿日直がなくなっているのか、そのあたり…… 

○事務局 この表の×が悪いという意味の×ではなくて…… 

○古田専門委員 いや、悪いとかいいとか言っていませんけれども。 

○事務局 法人においては、こういう手当はないというだけの表記でございます。 

○古田専門委員 ですから、本来該当しないというのがもう一つあるべきじゃないでしょうか

ね。 

○事務局 そうですね。 

○古田専門委員 それがないと、ちょっと判断が難しいような気がしますけれども。 

○事務局 すみません。この様式は、総務省の調査からそのままとってきたというものだった

ものですから、確かにこの凡例とか様式が本当はもう少し練られていれば、より意味があるの

かなとも思っています。 

○古田専門委員 ありがとうございます。それで十分です。 

○太田分科会長 この表に対するコメントですね。 

○古田専門委員 はい。 

○太田分科会長 はい。どうもありがとうございます。 

 それでは、まだあるかもしれませんけれども、評価結果（案）のうち、ご議論のあった部分

の具体的な修正、大体方向は決まったと思いますが、それ以外で今後軽微な修正が必要となっ

た場合の取り扱いにつきましては、私のほうにご一任いただけるということでよろしゅうござ

いましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○太田分科会長 ということで、そうしますと全体結果はここで評価結果の案を承認したとい

うことにさせてもらいますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。それでは、そのように取り計らうことにいたします。 

 それでは、評価作業は終了することとし、この後、法人に対し、平成20年度の評価結果の説

明を行うこととしますが、ここで10分の休憩をとりたいと思います。また、説明のときに、説

明後に委員の皆様から直接独法のほうにお話しする部分がございますので、ぜひ感想等、評価

し切れなかった部分等、あるいは強調したい部分等については、ぜひ積極的にご発言いただけ

ればありがたいと、こういうふうに思います。 

 それでは、ここで10分間の休憩をとります。再開はいつになりましょうか。ちょっと遅れて
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いますが。 

○事務局 休憩を10分とりまして45分から再開ということでよろしくお願いします。 

○太田分科会長 よろしいですか。それでは、現在35分ということにしまして、10時45分に再

開したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 

午前 １０時３５分 休憩 

午前 １０時４４分 再開 

○太田分科会長 それでは、会議を再開いたします。 

 独立行政法人の皆様方には、どうもご苦労さまでございます。 

 ただいま、林野分科会として評価結果を取りまとめました。実は、細部について多少の修正

がございます。この部分の取り扱いにつきましては、私にご一任いただいたということをご承

知いただきたいと思います。大枠は変わっておりません。 

 それでは、事務局から説明させます。 

○事務局 評価結果につきましてご報告いたします。 

 森林総合研究所平成20年度の評価結果でございますが、資料１－１の表紙の次のページをご

らんください。 

 １評価結果の（２）評価単位でございますが、52の評価単位の大半につきましては、中期計

画に対しまして業務が順調に進捗していると判断いたしまして、ａという評定をいたしており

ます。 

 また、研究の成果が現場の業務に貢献するもの及び計画していた目標を量的にも質的にも上

回る成果を上げたもので、特に優れた成果を上げたと判断した２評価単位につきましては、中

期計画を大幅に上回り業務が進捗しているといたしまして、ｓと評定しております。 

 一方で、現場レベルに密接に関係した課題であり、より迅速な研究等の推進が求められると

判断した１評価単位につきましては、中期計画に対して業務の進捗がやや遅れていると判断い

たしまして、ｂと評定しております。 

 大項目につきましては、いずれの項目につきましてもＡと評定しております。 

 総合評価につきましても、上記の評価結果をもとに評価基準に定める方法によりまして、Ａ

と評定したところでございます。 

 以上でございます。 

○太田分科会長 よろしいですか。 
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 ただいま事務局からの報告のように取りまとめたところでございますが、委員の皆様から法

人に対する要望などがございましたらご発言いただければと思いますが、いかがでございまし

ょうか。 

 委員の皆様、何かございますでしょうか、ご意見。はい、どうぞ。 

○古田専門委員 １点だけ。 

 いつか理事長が、それぞれの研究分野には未来永劫続くものではないというつもりでいなさ

いというふうにみんなに言っているというふうな、言葉どおりかどうか知りませんけれども、

お話があったと思うんですが、私はそのとおりだと思うんです。やはり明日が無いつもりで研

究をしていかないと、研究というものは進んでいかない。 

 ですけど、同時に、明日がなくても今日するべきことがあるという意味で、それはマルティ

ン・ルターが、｢明日がなくても、今日リンゴの木を植える｣と言ったんですけど、やはり人材

の育成というのはそういうものだと思うんです。明日がないかもしれんけど、やはり今、将来

の中核となる人材の育成を進めていかなければ、そのためにはきちんとした採用計画がなけれ

ばならないと思うんです。 

 釈迦に説法ですから、本当にわざわざ言うほどのことでもないんですけれども、やはりその

両方を兼ねながら運営をしていただきたいなと思います。人材採用計画がないというのはやは

りとても寂しいことであって、ある意味で自分たちの未来を自分たちが閉ざしている。 

 今、採用できないというのは、過去のそういうことのやはり失敗の結果。言い方によります

けれども、成果の結果かもしれませんけれども、失敗の結果じゃないかなと思います。本当に

もう十分ご存じのことですけど、一言。 

○太田分科会長 どうもありがとうございます。 

 ほかの委員の皆様、ご示唆等。はい、どうぞ。 

○箕浦専門委員 今、人材の話がありましたが、長い間、森林総研で蓄積された技術的なノウ

ハウがいろいろあると思います。ある方がおやめになって、その後、全然引き継がれていって

いない、そういうことはないと思いますが、目に見えない、あるいは論文で表すことができな

い、そういうようなノウハウ的な、そういうものも、先ほど古田先生がおっしゃられましたが

人材の育成とあわせて、引き継いでいっていただきたい。それでいろいろな良いところ、悪い

ところ、技術的なことについて、知ることで、より発展してもらいたいと思いました。 

○太田分科会長 ありがとうございます。 

 ほかに委員の先生方、いかがでございましょうか。ご発言あればお願いいたします。 
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 はい、どうぞ、島本委員。 

○島本委員 明日がないのお話もそこにあるんですけれども、私は私立大学で教えていて、初

めてこういうことに参加させていただいたんですけれども、研究者の今置かれている状況とい

うのは本当に明日がない状況で、30代以下の人々というのは本当に研究者として安定した研究

職につける見込みというのは非常に少ない。それは、優秀かどうかということに全くかかわら

ず、非常に優秀な若い人材が期限つきな雇用で本当にすり切れていくような、そういう状況が

あります。 

 今、森林総研にいらっしゃる研究者の方々というのは、確かに役所というのは、ちょっと民

間には無いいろいろな雑務というのもあるとは思うんですけれども、長い目で見たときに、本

当に安定した研究ができるもう最後の世代と言っていいんじゃないかと思っております。 

 私自身も、確かにいろいろな教育業務がありつつ、もう我々の下の世代は育てられない状況

にある、そういう危機感を持って研究をしていますので、森林総研は安定した雇用形態で研究

されている方が何百人という規模でいらっしゃって、それだけの規模の集積があるような場所

は他にはないわけですから、本当に明日がない危機感というのをぜひ持って、林業自身も、林

業経営者の方々も、今の状況では本当に廃業せざるを得ないという悲鳴が聞こえている状況の

中で、本当に急いでほしいというか、あえて言えば本当に成果が出る体制をとっていただいて、

特に統括される方々は、ぜひその研究で規模の集積が出せるようなサポート体制をしっかりつ

くっていただいて、成果を出していただきたいというふうにあえて言わせていただきたいと思

います。 

○太田分科会長 ありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか、ご意見。どうぞ。 

○田村専門委員 水源林造成事業に関して、事業の重点化ということで、その対象地域をかな

り限定して進められるということですけれども、やはりこれだけの技術や工法を持っている、

山づくりができる主体というのは、多くないと思います。もう少し日本全体というか、民有林

全体のことも考えて、その連携も考えながら事業を進めていってもらいたいと思います。 

○太田分科会長 ありがとうございます。 

 それでは、岡田委員。 

○岡田委員 大変厳しい意見も出ているんですが、私は、お願いというか、希望、期待を込め

て少し述べてみたいと思います。 

 ご存じのように、やはり政府セクターの一つとしての、我々、評価をしなきゃいけないとい
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うことでしております。そういう点からいくと、やはりお金の問題が大変大きくかぶさってき

ますので、この枠組みの中でということについては、何としてもこれはその枠組みを背景にき

ちんと置くということは当然のことだというふうに思います。 

 思いますが、一方で研究独法ということでちょっと考えてみますと、私ども大学も似たよう

なことをやっておりますが、最近この大きなお金、政府という、そういう中でのお金の問題を

めぐって大学が課せられておりますのは、やはり教育のことが大変きつく出てきております。

なおかつ、各大学が同じような質のものとして考えてもらっては困りますということで、大学

の種別化ですとか、個性化ですとか、持っているポテンシャルの中でのある必要な方向性とい

うのを当然のように求められております。そうなりますと、研究ということについては大変厳

しい、そういう枠組みになっています。 

 一方、森林総研の研究独法を考えますと、大きな枠組みとしてのお金の問題といわば持って

いたポテンシャルないしは資源から出てくるところの押し出しの側面、要するにプロデュース

していく側面よりはむしろニーズを大事にしてくださいという、そういう大きな大きな転換と

いうのはもう一つあると思います。あるとは思いますが、森林総研が持っている今のような政

府セクター、なおかつ研究のその他のいろいろなセクターを考えると、森林総研が担うべき役

割というのはやはり大変大きくて、中期、短期、あるいはニーズを背景にということはあるか

もしれませんが、自信を持ってやってほしいというか、そこが大変大きいところだと思います。 

 その自信を持てる背景になる一つは何かというふうに私いつも考えているんですが、その背

景に大事な点というのは、やはり社会性であったり、普遍的であったり、一般化であったりと

いう、そういうところが大事なのではないかなというふうに思っています。 

 すなわち、逆に言うと、研究者の個性だとか個別性というのも非常に大切なんですが、そこ

に埋没するのではなくて、ある普遍的な社会性を持った、それでいてニーズへも切望するとい

う、そういうところに重点を置いて、だからこそそこをやっていますから我々にやらしてくだ

さい、任せてくださいという、そういうところをやはりきちんと持ってもらう。全体として萎

縮をしないということもぜひお願いをしたい。 

 大学は残念ながら今もう大変厳しい状況にありますので、研究というものを考えた場合の我

が国にあって、政府セクターが研究することの意義は、やはり決定的に大きいと思っています

ので、ぜひもう一度この枠組みを踏まえた上で、きちんと自信を持っておやりいただきたいな

と、こう思っています。 

○太田分科会長 ありがとうございました。 
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 ほかに委員の先生方、少しこの機会でございますのでご発言がありましたらお願いしたいと

思いますが、いかがでございましょうか。 

 じゃ、一言何か。 

○酒井専門委員 一言言わないと帰してくれないようなので。 

 緑資源機構の事業のその社会的意義というものがうまく継承されて、うまくソフトランディ

ングしたと思うんですが、社会も非常に時々刻々変わっていく中で、やはり施業技術もこれか

ら量から質という、あるいは多様性というほうへ変わっていくと思いますので、研究機関と一

緒になったという機会をうまく利用して、今後も時代のニーズに合わせて協力関係で進んでい

っていただければなと思います。 

 それから、今回１のアウａですか、これが１つｂ評価になったんですけれども、森林総研と

してはここの方は努力していると思うんですけれども、ずっと国の機関で長かったわけですの

で、長期的視点に立ってこられたと思うんですが、やはり今、民有林のほうでは、生き残るた

めに一生懸命、それこそ明日があるかないかわからない中でやっている中で、裏を返せば民有

林あるいは社会からは即戦力といいますか実践力が求められていると思いますので、ちょっと

今までと研究のスタイルが長期から短期、それから民有林ということで、少しスタンスが変わ

るかもしれませんけれども、このｂを踏み台にして、現場と連携して新しい生き方で、生き方

といいますか、社会に答えていっていただければなと思います。 

○太田分科会長 ありがとうございます。 

 よろしゅうございましょうか。内山委員、何かございますか。 

○内山委員 森林総研さんは、今までいろいろ委員の先生方のご発言にもありましたように、

大変この大きな社会的な役割の要請を期待されていると考えております。 

 今の社会は、そういった意味での公的研究機関として存続していくためには、これは当然な

んですけれども、いろいろな意味でのコンプライアンスの問題がございまして、遵守していた

だきたいということでございます。 

 この１年間、評価委員会のほうでもいろいろ議論になったんですが、経費の抑制の問題でご

ざいますとか、それから競争入札の取り組みでございますとか、それから競争資金の獲得でご

ざいますとか、それから不要資産の売却、整理でございますとか、そういったことに関しては

誠実に取り組まれていたと思いますし、その結果としての財務情報のディスクロージャーとい

うことに関しても、適切に行われていたのかなという印象を持っております。 

 したがいまして、引き続きそういったことをご留意されて、法人運営されていただきたいと
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いうことを私の意見とさせていただきます。 

○太田分科会長 どうもありがとうございました。 

 よろしゅうございましょうか。 

 私のほうからは特にございませんけれども、先ほどから出てまいりましたように、多少私た

ちの力の範囲内で一生懸命評価して、多少厳しい評価をさせていただいた部分もございます。

このあたりにつきましては、もう今まで先生方からもご意見も出ておりますけれども、ぜひコ

ーディネートをしっかりしていただいて、また研究の、大学のほうは研究室というのがかなり

規律でその学問を守るということがありますし、またそういうことは森林総研の研究でも同じ

だとは思いますが、より柔軟にマンパワーを必要なところに集中させていただいて、ぜひ社会

にこたえていただきたいなということを、ちょっと僣越ですけれども、そんなふうに感じてお

ります。 

 評価結果は以上のようでございますが、法人のほうから何かございましたらお願いしたいと

思います。 

○鈴木理事長（森林総合研究所） 大部な資料を長時間にわたって評価いただきまして、あり

がとうございました。 

 先生方からいただいたご指摘事項にこたえられるようにこれから努力してまいりたいと思い

ますが、特に２点ほどお話しさせていただきたいと思います。 

 １点は、古田先生が指摘されました人事であります。 

 これはまさに人事は百年の計で、ここが根幹かと思っております。これは指摘されるまでも

なく、私どもの予測ミスといいますか、設計がフレキシビリティーに富まなかったということ

で、硬直してしまったというのが反省であります。できる限り今年度、あるいは来年度含めて

できる範囲内で努力したいと考えております。 

 もう１点は、この多くの評価項目の中で、林業の活力向上に向けた新たな生産技術の開発、

この点については厳しいご指摘をいただきました。もちろん独立行政法人、研究開発型の独法

研究所のあり方として、研究成果の社会還元というのが最大の任務だというふうに考えており

ます。したがって、この点厳しいご指摘を受けたことは、私どものある意味では本体にかかわ

る部分だというふうに考えておりまして、研究所としては、これからニーズとシーズのマッチ

ングということがございますけれども、産学官連携推進含めて、この分野において貢献できる

よう努力したいと考えております。 

 平成20年度はちょうど第２期中期計画の折り返し点であり、残された時間はそんなに多くご
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ざいませんが、ぜひ今回いただいたご指摘にこたえられるよう、これから努力したいと考えて

おりますので、これからもよろしくお願い申し上げます。 

○町田所長（森林農地整備センター） 私からも一言申し上げさせていただきたいと思います。 

 今年度から森林総合研究所ということで、私どもも含めて一括にご評価をいただきまして、

本当にいろいろ大変な作業だったと思います。私からもありがとうございますと申し上げたい

と思います。 

 お話ししたいこと、２点ほどになりますが、やはり人事ないしは人材育成の話になると思い

ます。 

 職員の構成、それから今からの仕事を担うということを考えた場合には、我々の組織として

も水造の仕事は今後も続いていくわけですから、将来的には、採用、そして育成、そして採用

した者の研修というようなことも今後考えていかないといけないなというふうに思っておりま

す。 

 若い連中が支えていかないと、やはりこういうことはなかなか将来としてできないと思いま

すし、現実に私自身もいろいろ山に行って見ていますと、若い連中が本当に頑張ってやってい

るのを見て、大変うれしく思っているところでございます。古田先生のご指摘いただきました

件、私どもも私どもなりに今後を考えていきたいと思います。 

 それから、せっかく森林総研の中に入ったわけでございますので、シナジーというか、力を

合わせて何か成果をやはり出していきたいということで、いろいろやっているわけでございま

す。そういうことにつきましても、対外的にＰＲ、ＰＲといいますとなかなか難しくて、自分

で「やった、やった」と言うと宣伝になってしまいますので、これはやはり受益者の立場ない

しは地元の立場から言っていただかないといけないというなかなか難しい問題がありますけれ

ども、その辺も含めまして、具体的な形で国民に成果として示していけるような形で私ども、

山口理事、それから角田理事のほうでも具体的な形でやっていく。 

 やっていることは、本当に基盤整備にしろ地域貢献にしろ、私は誇れることをやっていると

思いますので、それの発表の仕方、出し方、受益者の声をどう反映していくかということを含

めて今後も検討していくことでご指摘に少しはこたえていけるんじゃないかと思っていますの

で、今後とも努力していきたいと思います。 

○太田分科会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、今後の森林総合研究所の業務運営において評価結果を反映させていただくよう、

どうぞよろしくお願いいたします。 
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 それでは、続きまして、その他について事務局からお願いいたします。 

○事務局 それでは、その他の１点目といたしまして、役員給与規程等の一部改正についてで

ございます。資料２－１と資料２－２をご覧ください。 

 森林総合研究所の役員の給与規程及び退職手当規程の一部改正についてご報告いたします。 

 独立行政法人通則法第52条、53条、62条に基づきまして、独立行政法人は、報酬及び退職手

当の支給基準を主務大臣に届けなければならないことになっているおります。また、主務大臣

は、届け出があったときにはその支給基準を評価委員会に通知することになっております。 

 評価委員会は、その支給基準が社会一般の情勢に適合したものであるかどうかについて、主

務大臣に対して意見を申し出ることができるとされております。 

 今回、資料が２つありますが、この２つの規程の改正は、一言で言いますと、森林総合研究

所の役員の報酬、退職規程につきまして、国家公務員の報酬、退職手当の変更に準じた取り扱

いにするため、規程の改正を行うものでございます。 

 役員給与規程につきましては、資料２－１でございますが、それの最後のページをご覧くだ

さい。 

 国家公務員につきましては、一般職の職員の給与に関する法律が改正されました。これに伴

いまして、規程におきましては、左側の改正後を見ていただければと思いますが、平成21年６

月の期末特別手当につきまして、「100分の160」とあるのを「100分の145」とするというもの

でございます。つまり、15％分の手当を減額するというものでございます。 

 また、次に、役員退職手当の規程につきましては、資料２－２を見ていただければと思いま

すが、これの９枚目の新旧対照表がついております。そちらをご覧ください。 

 改正後のところで、いろいろな部分が修正されているところでございますが、国家公務員に

つきましては、国家公務員退職手当法などが改正されまして、退職手当について新たな支給の

制限及び返納の制度を設ける措置が講じられました。 

 一つの例でいきますと、退職手当支払い後に、在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為

があったと認められた場合、退職した者に、退職手当の返納を命じることができるとしたこと

などでございます。 今回の森林総研の役員退職手当規程の改正につきましては、このような

国に準じた取り扱いにするための改正でございます。 

 以上でございます。 

○太田分科会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、ご質問または評価委員会として特に大臣に申し述べたい意見等があればというこ
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とでございますが、何かございますでしょうか。 

 こういう形で進んでいるということのご説明と、それから特にということでございますが、

いかがでございましょうか。特にございませんか。 

 それでは、特にご意見がないようでございますので、大臣への意見具申はなしとさせていた

だいてよろしゅうございましょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○太田分科会長 それでは、そういうふうにさせていただきます。 

 次に、重要な資産の処分について、事務局からご説明をお願いいたします。 

○事務局 資料２－２の次に、２枚組みの横長の資料があろうかと思います。こちらをごらん

いただければと思います。 

 森林総合研究所におきましては、中期計画におきまして保有資産について事業の縮小に伴う

処分を検討するということになってございます。その一環といたしまして、１枚目にごらんい

ただいておりますが、杉並区高井戸西に所在しております職員宿舎第８号という物件の処分を

現在検討しているところでございます。 

 この２枚紙の資料の一番後ろをちょっとひっくり返していただいてごらんいただきますと、

総研の平成21年度計画におきまして、水源林造成事業等に係る保有資産について処分等を計画

的に進めるという記載がございまして、この職員宿舎第８号というものを売却等の対象物件と

するということで位置づけているところでございます。 

 そして、この資料を１枚めくっていただきますと、関係する法令を抜粋してございます。 

 独立行政法人通則法に基づきまして、独立行政法人は主務省令で定める重要な財産を譲渡す

るなどの場合におきましては、主務大臣の認可を受けなければならないと。第２項におきまし

て、主務大臣は認可をするときにはあらかじめ評価委員会の意見を聞かなければならないとい

う、そういう定めがございます。あわせまして、財務大臣との協議というものも定められてご

ざいます。 

 ということで、この職員宿舎第８号というものは、その前のページに現況の写真をつけてお

りますけれども、築造後相当の年数を経ておりまして、また事業の縮小などに伴いまして、今

後事業実行に当たって使用する見込みがないというものでございますので、処分を検討してい

るところでございます。 

 現在、必要な手続の準備をしているところでございますが、今後準備が整いますとこの審議

会におきましてご審議をいただくというような運びでございます。今日のところは、まだその
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辺の準備が整っておりませんので、このような案件があるということでご承知おきをいただけ

ればということでご紹介、ご報告をさせていただきました。 

 以上でございます。 

○太田分科会長 案件の紹介でございます。 

 本件につきましては、処分に向けて準備中とのことですので、準備が整ったらこの分科会で

審議をすることになるということのようでございます。特段のご質問がなければ先に進みたい

と思いますが、今の件、何かございますでしょうか。 

 よろしいでしょうか。これから課題として出てくるということでございます。 

 それでは、その他の先に進ませていただきたいと思います。 

 先ほども出ましたけれども、昨日、農林水産省独立行政法人評価委員会が開催されておりま

すので、その概要を簡潔に事務局から説明させます。よろしくお願いします。 

○事務局 昨日の24日、第17回農林水産省独立行政法人評価委員会が開催され、委員の方々に

はご出席いただいております。 

 議事は２点ございました。 

 １点目は、林野分科会を含みます各分科会の審議の経過及び結果についての報告でございま

した。 

 ２点目は、種苗管理センター、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所の３つの独法につ

きまして、中期目標期間終了時におけます組織、業務全般の見直しについて議論が行われまし

た。事務、事業、組織の見直しに係る具体的措置について、附帯意見がついたものの了承され

たところでございます。 

 以上でございます。 

○太田分科会長 よろしいですか。どうもありがとうございました。 

 それでは、ご質問があればお願いいたします。 

 ちょっと短いあれですから、質問といってもないんですが、実はこの評価委員会の最後に、

委員長から、ちょっと我々に関係すると思うんですけれども、この独法の評価の全体の委員会、

これに農水省からは松本委員長が出ているわけでございますが、その中で独法は研究独法とそ

うでない部分とあるんですけれども、独法の評価の体制全体が、特に研究独法向きに体系づく

りがされているわけではないということで、研究関連独法に対する評価の方法については、も

う少しその方法を検討してもらう必要があるんではないかということを農林水産省系の独法の

評価委員会の代表として松本委員長が申し上げたそうでございます。 
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 それに関連して、ほかの省庁の一部からも、研究独法を扱っている部分とかでは、そういう

賛成の意見みたいなものがあったということを非常に短く最後に報告だけをされて閉会になっ

ております。 

 そんなことがありまして、それは林野庁系では研究独法が中心ですので、将来に向けての一

つの評価方法の議論が進むんではないかなというふうに、その話を聞いて個人的にそういう感

じをいたしました。全体の質疑以外にそんな発言があったということを、私個人の感想だけで

ございますけど、ちょっと申し上げたいと思います。 

 何かご質問、ご意見ございますでしょうか。あるいは委員の先生方で、この委員の先生のほ

うで出られた方で、何かつけ加えることがあればと思いますが、よろしゅうございますか。 

 それでは、そういう形に、質疑はここまでとさせていただきます。 

 議事は以上でございます。本日配付された資料のうち、参考資料につきましては委員限りと

させていただきます。 

 今回の議事録につきましては、まとめ次第事務局から各委員に送付し、ご了解を得た上で確

定し、その後、公開するということにしたいと思いますので、ご了承をお願いいたします。 

 それでは、以上をもちまして、第37回林野分科会を閉会とさせていただきます。 

 法人の皆様方には、お忙しいところご出席いただきありがとうございました。ご退席のほう

していただいて結構でございます。 

 どうもありがとうございました。 

午前 １１時２３分 閉会 

 


